
【クラブ・サークル活動等】に関連する 

新型コロナウイルス感染拡大防止措置について 
 

春学期授業開始日の変更（4 月 20 日開始）に伴い、【クラブ・サークル等の活動】および【学内施設

等の使用】については、4月 19日（日）までの間、以下の通りとします。 

なお今後、感染拡大防止に係る連絡等があった場合、上記の期間中であっても措置を変更する可

能性があります。必ず大学ホームページまたはユニバーサルパスポート等で確認してください。 

 

１． クラブ・サークル等の活動について 

強化指定クラブ 

●通常の練習 屋外練習；可、屋内練習；不可 

※原則として部長･監督･顧問等の立会いのもとでの活動を条件とする 

 ※毎朝の検温、活動前後及び活動中のこまめな手洗いやうがいに努めること 

 ※その他、感染防止対策については部長・監督・顧問等の指示に従うこと 

●練習試合  学内外での実施は禁止（他大学・他団体の学内への立ち入り禁止） 

 

一般クラブ・サークル 

●屋外活動 条件付きで活動可能 

※活動時間は準備・片付けを含めて【180分（3時間）以内】とする。 

※参加者名簿及び大学までの移動手段について必ず学生支援課まで提出すること。 

※その他の強化指定クラブの条件に準ずる。 

●屋内活動 活動禁止（ミーティング等も含む） 

 

２． 学内施設等の使用制限について ※雨天時も含む 

使用禁止の施設・設備 

・(名古屋キャンパス)体育館、トレーニングルーム 

・（三好キャンパス） 体育館、4号館（トレーニングジム）、5号館全館 

 ※更衣室は更衣目的以外での使用は禁止 

・(両キャンパス) ウォータークーラー、トイレ内ジェットタオル（ハンドドライヤー）、 

※部室は必要時のみ使用可能だが、使用した際は記録し「密閉・密集・密接」にならないこと。 

 

３． クラブ・サークル紹介イベントについて 

◆名古屋キャンパス；実施の有無も含め再検討 

◆三好キャンパス ；4 月 11 日（土）に紹介チラシ特設コーナーを設置（4 号館学生ラウンジ） 

 

活動再開を強く望む声が多く寄せられていますが、拡散が危惧される中、感染拡大防止のため 

一人ひとりが自覚し、責任をもって行動してください。ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

以上 

 

2020年 4月 1日 学生支援課 


